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１．上水道配管マップのウェブ公開

令和8年4月1日より、上水道配管マップを、
地域情報ポータルサイト「G-motty（ジモッティ）」上に公開します。



１．上水道配管マップのウェブ公開

公開情報
配水支管・私有管・引込管の概ねの位置及び口径（350㎜以下のみ）

本マップは上水道管情報を証明するものではありません。
「参考図」としてご利用ください。



オンライン申請で出来ること

〇新規申請

〇更新申請

〇指定事項変更

〇休止・廃止・再開の届出

※利用にはメールアドレスが必要
運用時期が決定したら、仮の事業者コード 仮パスワードを通知予定

２．指定給水装置工事事業者の届出



３．給水装置工事の申請（事前協議）

事前の申請、審査、修正のやりとりをオンライン化
⇒オンラインによる審査完了後、事務所へ本申請（紙申請）を行う。

事前協議や修正のための来訪回数が減少



４．指定給水装置工事事業者講習会

指定給水装置工事事業者講習会（本講習会）のオンライン化

〇３年に１回開催している講習会
給水装置の規定の確認、 法令の動向に関する情報提供
事故事例とその防止、 規程等の改定情報

〇北九州市上下水道局指定給水装置工事事業者講習会実施要綱
により受講義務を課している

〇地元密着型水道修繕工事店の要件となっている

迅速な情報提供が可能になる
日程の調整が不要になる


